
個人情報ファイル簿（令和7年12月10日現在）

局 部 課(室) 名称 所在地 種別

政令第21

条第7項に

該当する

ファイル

名称 所在地 名称 所在地

1 進捗管理台帳 市長
西区役

所

保健福

祉部
福祉課

障がい者総合支援法及び児童福祉法に基づく、

障がい福祉サービスに係る、支給決定や各種変

更等の申請の事務処理を進捗管理するために利

用する。

1.No.（受付番号）、2.申請日、3.申請種別、4.調査日、5.計画案依頼日、6.（計画案）発番、7.相談支援事業所、8.計画

案提出日、9.決済日、10.発送日、11.（決定通知）発番、12.受給者番号、13.氏名、14.かな、15.生年月日、16.児/者、

17.認定区分、18.認定期間、19.支給期間、20.意見書依頼日、21.意見書到着日、22.審査会予定月、23.医療機関、24.障

がい福祉サービス、25.地活、26.障がい児通所、27.障がい確認

障がい福祉サービスに関係する各種申請者（新

規申請、更新申請、各種変更申請など）

本人（代理人）提出の申請書（届出書）、関係

機関（相談支援事業所、医療機関等）提出の書

類、障がい者福祉システム、障がい者自立支援

システム

含む ー

熊本市総務局行

政管理部法制課

（情報公開窓

口）

〒860-8601

熊本市中央区手取本

町１番１号

なし
電算処理

ファイル
なし 非該当 ― ― ― ― ― ― ―

2 支給申請受付簿 市長
西区役

所

保健福

祉部
福祉課

障がい者総合支援法及び児童福祉法に基づく、

障がい福祉サービスに係る、更新予定者の申請

状況管理のために利用する。

1.No.（受付番号）、2.受給者番号、3.氏名、4.読み、5.生年月日、6.年齢、7.障がい種別、8.手帳情報、9.状態区分、10.

区分、11.保護者氏名、12.認定有効終了日、13.サービス種類、14.調査予定日、15.調査者、16.相談支援事業所
障がい福祉サービス更新申請者

本人（代理人）提出の申請書、障がい者福祉シ

ステム、障がい者自立支援システム
含む ー

熊本市総務局行

政管理部法制課

（情報公開窓

口）

〒860-8601

熊本市中央区手取本

町１番１号

なし

マニュア

ル処理

ファイル

ー 非該当 ― ― ― ― ― ― ―

3 年間訪問計画表 市長
西区役

所

保健福

祉部
保護課 生活保護の実施のため

校区名、ケース番号、氏名、訪問格付、収入申告書提出確認欄、資産申告書提出確認欄

訪問計画欄、訪問実施欄、訪問結果欄、訪問日付欄

現在、生活保護受給中の方

すでに保護廃止となっている方（過去5年以

内）
生活保護システム 含む ー

熊本市総務局行

政管理部法制課

（情報公開窓

口）

〒860-8601

熊本市中央区手取本

町１番１号

なし
電算処理

ファイル
あり 該当

熊本市総務局行

政管理部法制課

（情報公開窓

口）

〒860-8601

熊本市中央区手取本

町１番１号

― ― ― ― ―

4 保育所入所申込者受付簿 市長
西区役

所

保健福

祉部

保健こ

ども課
保育所入所申込者の記録・確認のため

1  受付番号、2 入所希望月、３ 園番号、４ 園名、５ 施設名、６ 施設管理区、７ 受付日、８ 児童名（カナ）、９ 生年

月日、10 年齢、11 提出先、12 就労証明書提出有無、13 口座振替依頼書提出有無
保育所入所申請書が提出された者 本人の保護者が提出した保育施設等利用申込書 含まない ー

熊本市総務局行

政管理部法制課

（情報公開窓

口）

〒860-8601

熊本市中央区手取本

町１番１号

なし

マニュア

ル処理

ファイル

ー 非該当 ー ー ― ― ― ― ―

記録情報の経常的提供先

記録情報

に条例要

配慮個人

情報が含

まれると

きは、そ

の旨

個人情報ファイルの

種別

No

訂正及び利用停止に

関する他の法令の規

定による特別の手続

等

個人情報ファイルの名称

行政機

関等の

名称

個人情報ファイルの利用目的 記録項目 記録範囲

個人情報ファイルが利用に

供される事務をつかさどる

組織の名称

記録情報の収集方法

要配慮個

人情報が

含まれる

ときは、

その旨

備考

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地

行政機関

等匿名加

工情報の

提案の募

集をする

個人情報

ファイル

である旨

作成され

た行政機

関等匿名

加工情報

に関する

提案をす

ることが

できる期

間

行政機関等匿名加工

情報の概要


